
医療療養病床の転換意向調査回答要領

＜留意事項＞

○ 今回の調査は、県の第８次保健医療計画及び市町村の第９期介護保険事業計画を

策定するに当たって、医療療養病床から介護保険施設等への転換等の意向を調査し、

サービスの量の見込み等に反映させるために行うものであり、今回の回答の内容を

もって、当該療養病床の今後の方向性について制約するものではなく、あくまで、

現時点での検討状況としてご回答いただくものです。

○ 今回の調査結果は、県の第８次保健医療計画及び県・市町村の第９期介護保険事

業（支援）計画策定のため活用させていただくものであり、このため、回答内容に

ついて厚生労働省及び市町村に提供することを前提としております。

１ 調査の対象となる医療機関

令和 5年 4月 1日時点で、次の入院基本料を算定している病床を有する
県内の医療機関

・療養病棟入院基本料 療養病棟入院料 1・2
・療養病棟入院基本料 経過措置療養病棟入院基本料 注 11に規定される点数
・療養病棟入院基本料 特別入院基本料

・有床診療所療養病床入院基本料

なお、4 月 1 日以降、調査対象以外の施設に転換した医療機関、廃止した医療機関は
対象外となります。

２ 回答様式

Ⅰ「医療療養病床の転換意向調査票」

質問１：転換意向及び転換先に関する質問

・2023年 4月 1日時点の医療療養病床に係る届出病床数と 2027年 4月 1日
時点までの予定病床数について、入院基本料の別ごとに記入してください。

質問２：入院患者の要介護状態別、介護保険者別内訳に係る質問

・質問１で介護保険、病床廃止又は未定（介護保険サービスへの移行又は病

床廃止を含めて検討中）の欄に記入された場合のみ記入してください。

・入院患者の時点を選択してください。

・要介護状態区分別人数を記入してください。

３ 回答提出方法

・ 提出書類：医療療養病床の転換意向調査票

※ 徳島県のホームページ内、医療とくしまで様式のダウンロードが可能です。

県ホームページ→医療とくしま→医療関係者向けページ→保健医療計画

http://anshin.pref.tokushima.jp/med/experts/docs/2023052400046/
・ 提出期限：令和 5年 6月 7日（水）
・ 提 出 先：徳島県保健福祉部医療政策課

メール：iryouseisakuka@pref.tokushima.jp
ﾌｧｸｼﾐﾘ：088-621-2898


